
速やかに更なる検討が必要と考えられる課題例

令和元年９月３日

資料１－２



1

 ダイナミック周波数共用システムを実運用するためには、運用主体の在り方や、既存事業者の保護の
担保、無線局情報の適正な管理等の取扱いについて検討が必要。

ダイナミック周波数共用システムの実運用

既存事業者（＝１次利
用者）保護をどのよう
に担保するのか？

公 共 業 務 用 無 線
局の情報は、特に
厳正な管理が求め
られるのでは？

システムの運用
主体は？



2技術基準不適合機器の流通の抑止

 スマホ等の無線機器は、同一筐体に複数のモジュールを搭載して販売されるものが多い。
⇒ 一部の機能についてのみ技適を取得し、他の機能については技適未取得のまま販売されるという

事案も発生。

 外国製の無線設備の流通増加に伴い、ショッピングサイト等において、我が国の技術基準に適合してい
ない無線設備を一般消費者が容易に購入できる状況。

申請

登録証明機関製造業者等

工事設計書

認証

工事設計認証

技適マーク
の貼付 販売・流通

オンラインショッピング
サイトなど

スマホ等に複数の無線
モジュールが搭載され
ている場合でも申請が
あったもののみ認証。

技適の認証フローの例

免許の要否や技術基準に
関する知識のない一般消
費者でも容易に基準不適
合機器を入手できる状況。

製造業者、輸入業者、販売業者
に対する努力義務

勧告、公表、命令



3ＩｏＴ人材の育成

 新たなワイヤレス活用ニーズ（ローカル５G、LPWA等）が拡大する中、ワイヤレス人材の不足が見込ま
れる。特に、これまで電波利用システムの構築・運用経験がなかった自治体や企業といった新規ユー
ザー等では、ワイヤレスを活用するための基礎知識を有する人材の不足が課題となる。

 こうした人材の育成に向け、電波有効利用成長戦略懇談会報告書（平成３０年８月）の人材育成に関する提
言を踏まえて、新規ユーザー等が知っておくべき観点を検討する必要がある。



 東南アジア各国中心に行われている電波システム海外展開について、同エリアでの海外展開実績も
考慮し、社会課題解決先進国として、通信・放送の垣根を超えて、戦略的な電波システムの海外展開が
進むよう対応することが必要。

新たな電波システムの海外展開への対応

平成31年3月現在

日本方式（ISDB-T）採用国
20カ国（日本含む）

電波システム海外展開
エリアの拡大

我が国が優れた技術を有する
電波システムの例
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